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積
荷
単
調
海
損
填
補
方
法
の
吟
味

第
四
千
巻

第

若宮

ニ
O
O

O 
O 

積
荷
軍
濁
海
損
填
補
方
法
の

吟

味イ~:.

平畠

被f

広三2・
日

旬、
L
r
h

岨

伽

h

.~~ 

iき

海
k
保
附
に
於
ピ
間
荷
の
期
間
保
M
M
l
山
叫
す
ふ
山
川
J

州
・
山
刀
法
と
し
で
町
一
介
ひ
，
o
，九批判州

4uAF
れ
ー
め
芯
色
め
は
、

完
全
な
積
荷
の
紙
償
額
と
被
害
積
荷
の
椋
償
額
と
の
比
例
に
よ
る
方
法
言
語

Z
z
s
。
ご
正
明
。

z
z
z
z
A
f
E
E

P
E
E
Uむ
開
向
島
問
。
。
主
で
あ
る
円
こ
の
方
法
は
、
海
上
保
険
の
古
き
歴
史
を
吋
過
し
て
比
較
的
最
も
A
口
調
的
な
方
法
と
し

て
最
後
に
樟
び
出
さ
れ
、
今
日
各
閣
の
海
上
保
険
市
場
に
於
て
普
く
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
色
の
で
あ
ふ
。
而
し
て

私
は
こ
の
稿
に
於
て
こ
の
填
補
方
法
に
つ
い
て
或
る
考
察
を
な

3
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

欧
洲
大
戦
後
、
園
際
経
掛
閥
係
は
甚
だ
し
く
麓
化
を
来
た
し
閥
暁
の
障
壁
は
著
し
く
高
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
営
然
に
貨
物
の
到
達
地
に
於
げ
る
債
格
を
高
く
す
右
傾
向
を
と
り
、
積
荷
保
険
に
於
て
謂
は
ゆ
る
紬

そ
こ
で
、
積
荷
の
皐
濁
海
抜
の
填
補
方
法
と
し
て
の
「
穂
償
額
に
よ
る
計
算
」
(
邑

E
E
2

e
Z
E
E
E
Z
E
)
も
填
補
方
法
と
し
て
充
分
で
あ
る
か
否
か
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
代
は
る
べ
き
も

の
と
し
て
他
の
約
款
の
趨
用
が
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
よ
っ
て
、
私
は
、
こ
〉
に
現
今
行
は
れ
て
ゐ
る
綿
償
額
に

償
額
を
大
な
ら
し
め
た

よ
る
填
補
方
法
に
つ
い
て
吟
味
を
な
し
、
次
に
、
こ
れ
に
代
は
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
9
0
他
の
填
補

J) 藤本幸太郎著、海上保険論、本論第三章参照。
2) CJarus， Notes 011 Marule Insural叫 ePmctlcc:， 1932. r九 t}.. 



方
法
に
つ
い
て
考
察
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
組
慣
額
に
よ
あ
填
補
方
法

こ
の
稿
に
於
て
考
察
せ
ん
と
す
る
は
積
荷
の
単
調
海
損
の
填
補
方
法
に
つ
い
て
Y
あ
る
が
、
ひ
と
し
く
積
荷
の

鼠
濁
海
損
と
い
ふ
も
の
〉
う
ち
に
も
種
み
な
場
合
が
あ
ふ
。
印
ち
、
次
の
如
〈
で
あ
る
。

車検

霊帝
国の

分~，

f員主，'l

積積
荷荷
のの
iI':一
昔l~ ft~ 
ま i)~

f: 全
1:1: 1員

部舗
がし
EZt f-

tJ'[る
し場
k ，Eト

場
合作

ト川の

TY--
院
荷
の
み
~
印
が
奈
川
以
に
蹄
し
た
る
場
合
は
、
そ
れ
に
掛
言
芯
順
一
楠
矧
は
評
低
減
保
除
に
て
は
保
険

誼
品
分
に
於
て
確
定
し
た
る
債
額
、
未
評
償
保
険
に
て
は
保
険
の
目
的
の
保
険
償
額
で
あ
る
。
従
っ
て
填
補
額
は
容

易
に
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
分
損
の
場
合
に
て
は
填
補
方
法
は
梢
々
複
雑
と
な
る
。
併
し
、
分
担
の
う
ち

で
色
、
積
荷
の
一
部
が
会
損
に
臨
し
た
る
場
合

(
2
0
E
r
E
C
S
E
)
は
杢
損
填
補
の
場
合
と
、
そ
の
根
本
に
於
て

何
等
異
る
'
と
こ
ろ
が
な
い
。

卸
ち
、
そ
の
填
補
方
法
は
、
「
貨
物
、
・
商
品
、
共
他
ノ
動
産
ノ
一
部
ガ
会
拐
ト
ナ

p
タ
Y
ト
キ
コ
填
補
額
』
、

y
ノ
蹴
失
ジ
タ

Y

一
部
ノ
積
荷
ノ
保
険
償
額
ト
保
険
-
一
付
ジ
タ

Y
全
部
ノ
積
荷
ノ
保
険
償
額
ト
ヲ
計
算
U
Y
4
7

、
雨

者
ノ
割
合
ヲ
保
険
謹
券
-
一
一
於
ア
特
定
シ
タ

Y
償
額
一
一
乗
ジ
タ

Y
額
ヲ
以
ア
ス
」
と
定
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
、
棉
花

三
百
俵
の
う
ち
五
十
俵
に
け
が
る
一
損
に
臨
し
た
る
場
合
、
こ
の
棉
花
三
百
俵
の
保
険
債
額
を
十
五
高
回
、
保
険
金

積
荷
車
濁
海
損
填
補
方
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の
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積
荷
車
窃
海
損
填
補
方
法
の
吟
味

第

披

第
四
十
巻

O 

O 

舗
を
十
二
寓
固
で
あ
つ
だ
と
す
れ
ば
、
填
補
額
は
次
の
如
〈
二
寓
固
と
な
る
。

<n 0 
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耳目圏 ム
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さ言、E

E ・

事
ト!+

量古
E時
皇室

4
H
薄
味
も
)
揖
塾
抽
出

こ
の
埠
捕
方
訟
に
つ
い
て
は
少
し
も
問
題
は
な
い
。
先
づ
、
積
荷
の
損
害
額
を
算
出
し
、

間
州
側
と
保
険
令
制
T
C
の
判
ム
v
h
f
J
飛
じ

C
保
険
者
の
塊
柿
綱
佐
川
ぬ
め
川
吉
h

，とは、

411 

I~: 

般そ
0) じり

fぷ損
Jllj 等
市額
みに
るj)J ，~徒
〈険

さ
て
こ
〉
に
問
題
と
な
る
の
は
、
分
損
の
う
ち
で
、
「
積
荷
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
虫
損
し
た
る
場
会
、
正
当
-
E
F

。
;
宮
町
仲

EarLP吉
山
田
急
」
で
あ
る
。
帥
ち
、
積
荷
の
丸
信
部
ま
た
は
一
部
が
航
海
の
途
中
に
於
け
る
天
候
不
良
等
の

た
め
に
海
水
に
よ
っ
て
揃
損
を
受
け
て
到
達
し
た
る
如
き
場
合
で
あ
る
。

(
積
荷
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
た
る
場
合
、
ま
た
は
、
濡
損
等
の
損
害
を
受
げ
た
に
し
て
も

ι、
の
損
害
経
め
て
甚
大
に
し
で
常
詰
積
荷
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
そ
の
経
湾
侠
催
を
全
く
喪
ひ
た
る
場
合
に
は
、
分
抜
で
な
く
し
て
全
損
を
構
成
す
る
。
従
っ
て
、
さ
や
う
な
場
舎
は
「
積
荷
の
会

部
ま
た
は
一
部
が
致
損
し
た
る
場
合
L

の
う
ち
に
は
入
ら
な
い
。
)

か
や
う
な
軍
濁
海
損
の
分
損
の
場
合
に
、
保
愉
者
の
填
補
額
は
如
何
に
し
て
定
め
ら
れ
る
か
。
現
今
、
世
界
各

困
一
般
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
方
法
は
次
の
如
〈
で
命
る
。

保
険
一
一
付
セ
ラ
レ
タ

Y

貨
物
叉
A

商
口
問
ノ
全
部
文
』

一
部
ガ
致
指
シ
ア
目
的
地
-
一
於
-
ア
引
渡
一
サ
レ
タ

Y

ト
キ

山
、
填
補
額
二
到
達
地
ユ
於
ケ

Y
積
荷
ノ
完
全
ナ

Y
賦
態
一
三
於
ケ

Y
組
償
額
ト
印
式
損
シ
タ

Y
肢
態
-
一
於
ケ

Y

総
領
額
ト
ノ
差
額
ガ
前
者
ノ
組
償
額
-
一
封
ス

Y
割
合
ヲ
、
評
慣
梼
保
険
ノ
場
合
一
一
在
η
ノ
ア
』
保
険
詮
券
一
一
一
於
-
ア

商法、三九一傑。
これには、西考証牙その他若干の固に例外が見a出され品。(旗本幸太郎著、前摘
香一七二頁)
l¥larin{: Inst1Tan白 Aぺ.1906. Section '/1. (3)・ 商法六六九f慌の規定も上記
英同海上保険法ーの規定と同様の意味を・もっと Lはれ昂" (藤本幸太郎著前掲
書一七二頁)
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特
定
シ
タ
庁
償
額
一
一
采

A

ジ
、
末
一
評
債
保
険
ノ
場
合
-
一
在
リ
ア
』
保
険
債
額
-
一
乗
ジ
タ
Y
額
ヲ
以
テ
ス
。

こ
れ
を
例
へ
ば
、
孟
買
よ
り
神
戸
へ
向
け
て
保
険
金
額
(
保
険
償
額
も
同
額
と
す
る
)
四
寓
五
千
闘
の
棉
花
百
俵
が
運

議
せ
ら
れ
た
る
に
、
航
海
の
途
中
に
て
濡
撹
を
受
け
た
〉
め
に
、
も
し
完
全
な
る
状
態
に
て
到
達
し
た
な
ら
ば
五

高
闘
の
償
額
の
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
、
二
一
寓
聞
に
し
か
寅
れ
な
か
っ
た
と
い
ふ
と
き
、
填
補
額
は
次
の
如

き
計
算
に
よ
っ
て
一
高
八
千
闘
と
な
る
。

北
町
山
叩
九
叫
が
宗
祖
国
一
い
淳
之
主
骨
議
活
:
目

F:

，

-gw{}CCE

思
叫
即
日
)
滞
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π品川
T
3
印
湛
苛
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時
間
〈
誕
地
」
い
山
町
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:
・
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E
x
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先
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q
q
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こ
の
填
補
額
算
出
方
法
の
も
つ
特
長
は
、
積
荷
の
完
杢
な
る
肢
態
に
於
り
る
純
償
額
(
開
2
5
2
Z
E
5
4
1
ι
被
告

積
荷
の
組
償
額
(
唱
。
E
L
P
Z
A
E
Z
E
5
民
同

5
1
5
2
と
の
差
額
を
も
っ
て
填
補
額
と
し
な
い
で
、
こ
の
差
額
と
完
全

な
積
荷
の
締
債
額
と
の
割
合
を
求
め
て
填
補
額
を
算
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
く
す
る
こ
土
は
、
保
険
者
の
填

補
額
を
し
て
到
達
時
の
到
達
港
に
於
け
る
市
場
債
格
の
種
動
よ
り
の
影
響
か
ら
兎
れ
し
む
る
こ
と
に
あ
る
。

長L

す
れ
ば
、
完
全
な
積
荷
の
組
債
顔
よ
り
被
害
積
荷
の
責
却
額
を
差
引
い
た
る
額
を
も
っ
て
保
険
者
の
填
補
額
と
す

べ
き
や
う
に
思
は
れ

ι。
成
る
程
、
こ
の
差
額
は
荷
主
の
被
る
損
害
額
で
あ
る
。

rhyら
常
然
こ
れ
を
填
補
額
と

か
や
う
に
す
る
と
き
に
は
、
到
達
時
の
到
達
港
に
於
け
る
積
荷
の
市
場
債
格
の
費
動

す
べ
き
ゃ
う
で
は
あ
る
，
か
、

に
よ
っ
て
、
填
補
額
は
絶
え
十
増
減
伝
来
た
す
こ
と
〉
な
り
、
保
険
者
は
一
一
臆
無
関
係
で
あ
る
べ
き
市
場
債
格
の

積
古
川
皐
濁
海
損
填
補
方
法
の
吟
味

第
四
十
品
位

二
O
三

第

1覧

O 

9) Arnould， On M町 ineInsurance， I:ith ed. p. 1319-I324・ Eldridge， v，..日刊
MaTine Policic::i， 2nd ecl.. p. 205. Gow， W.. NLuir e rn持¥lrance，p. 195・-.
Clarus， op. ci t. p. 3・ーその他内外の海よ保除に関する文献参照。
Clarus， op. cit. -p. I 10) 



積
荷
単
調
海
損
壊
稀
方
法
の
吟
味

第
四
十
巻

二
O
四

第

披

ニ
O
四

費
動
に
よ
っ
て
意
外
に
不
嘗
な
利
益
ま
た
は
損
失
を
受
け
石
こ
と
、
な
る
。

何
と
な
れ
ば
、
市
場
債
格
が
前
記
の
例
の
二
倍
い
い
上
騰
せ
る
と
き
に
は
、

M
N山
W
W
白
山
廊
↓
時
巴
)
務
局
愈

'
J
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:

】

C
P
E
E
-
E

鮮
明
邸
時

δ
義
凶
聞
い
凧
即
時
間

j
i
-
-
-
:
:
-
・:・

:
E
P
-
-
(
}

叫

附

掛

間

;

:

・

・

・

:

・

血

中

Mc--

填
補
翻
は
岡
山
尚
闘
の
多
制
と
な
り
、
政
到
に
、
市
場
債
格
が
前
記
の
例
の
半
額
い
い
低
蕗
ぜ
る
と

F
に
は
、

J
片
山
山

wwhv
郡
司
却
の
務
内
問
獄
即
日

F
U
I
:
"
;
!

摘
む
句

tg一匹

薄
耐
晴
海
碍

S
務
岡
崎
』
い
ゆ
輔
副
:
・
・
・
・
:
・
-
・
:
・
忌
る
き

隊

掛

周

忌

、

cc-

填
補
額
は
一
高
闘
の
少
額
に
て
足
り
石
こ
と
〉
な
る
。
帥
ち
、
こ
の
例
に
よ
る
も
、
市
場
債
格
の
上
下
に
よ
っ
で

填
補
額
は
三
高
闘
の
ひ
ら
き
を
も
っ
に
至
る
。
か
や
う
に
保
険
者
の
填
補
額
が
保
険
関
係
以
外
の
要
素
た
る
市
場

債
格
に
よ
っ
て
自
由
に
決
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
保
険
制
度
の
健
全
な
る
運
用
を
意
味
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
現
今
各
聞
に
行
は
れ
て
ゐ
る
填
補
方
法
、
卸
ち
、
完
全
な
積
荷
の
組
債
期
と
被
害
積
荷
の
組
買
上

金
と
の
差
額
に
針
す
る
完
全
な
積
荷
の
融
債
額
の
割
合
に
よ
っ
て
填
輔
額
を
定
な
る
方
法
を
と
れ
ば
、
填
補
額
が

市
場
債
格
よ
り
影
響
を
受
け
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
保
険
債
額
(
又
は
保
険
金
額
)
を
四
高
五
千

聞
と
し
て
、
市
場
債
格
が
前
記
の
例
の
二
倍
に
上
勝
せ
る
と
き
、

s
c
u
-
-
c
E
l由
F
C
C
-
E
H
怠
M
g
c
E

さき
E
x
払
袋
一
四
十
L
E
u
-
-
-
E



填
補
碩
は
一
高
八
千
固
と
な
り
、
ま
た
、
市
場
債
格
が
前
記
の
倒
の
半
額
に
低
落
せ
る
と
き
に
も
、

Npa--回
JEw---EHリ

H
P
-
S
E

3
・8
c
E

会

w
g
-
E
l
i
-
-
l日

u
z
w
S
3
2

日

y
g
-
E

填
補
額
は
一
寓
八
千
聞
と
な
る
か
ら
で
ゐ
る
。

右
の
知
〈
、
市
場
債
格
の
麓
動
に
よ
っ
て
填
補
額
が
増
減
を
来
た
さ
な
い
と
こ
ろ
に
こ
の
填
補
方
法
の
特
長
ま

た
は
長
所
が
存
す
る
。
こ
れ
、
今
日
の
世
界
各
岡
の
海
上
保
険
市
場
に
於
て
ひ
ろ
く
こ
の
方
法
の
採
用
せ
ら
れ
て

ゐ
る
所
以
T
あ
る
。

一
、
縄
慣
頓
に
よ
る
揖
捕
方
法
と
轍
入
構

組
側
一
徹
け
い
司
よ
る
mm一
州
制

ω
持
出
万
訟
は
よ
ド
拙
ベ

k
l
こ
ろ
で
め
る
が

b

こ
ろ
で
、
鰍
償
額
い
か
何
で
あ
る
か
に

つ
い
て
一
言
説
明
し
た
い
。
蓋
し
、
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
以
下
の
考
・
禁
に
最
も
重
要
で
あ
る
か
ら
。

線
債
額
を
最
も
よ
く
規
定
せ
る
も
の
と
し
て
英
闘
海
上
保
険
法
が
あ
る
。

「
綿
債
額
」
ト
』
卸
責
債
格
ヲ
云
ヒ
、
若
シ
却
貰
僚
格
ナ
キ
ト
キ
』
評
僚
掴
ヲ
孟
ヘ
何
レ
ノ
場
合
一
一
一
於
ア
毛
、

運
賃
、
陸
揚
費
用
、
及
ピ
納
積
金
ヲ
包
含
ス

Y
毛
ノ
ト
ス
。

卸
ち
、
組
償
額
と
は
原
債
に
運
賃
、
陸
揚
費
用
、
納
枕
金
を
加
算
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
、
こ
の
場
令
、

運
賃
、
陸
揚
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
姑
〈
こ
れ
を
問
題
の
そ
と
に
置
く
と
し
て
、
近
年
の
如
〈
轍
入
枕
の
支
叫
額

が
多
額
と
な
り
そ
の
た
め
に
到
達
地
に
於
け
る
到
達
貨
物
の
債
格
を
大
な
ら
し
め
て
ゐ
る
と
き
、
こ
の
「
総
領
額

積
荷
車
濁
海
損
填
補
方
法
の
吟
味

第
四
十
巻

第

務

O 
五

O 
五

1vlari田 InsuranceAct， 1906. Sect川 I7 L ('I~) 〕E
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積
荷
単
調
海
損
嘆
稀
方
法
の
吟
味

第
間
十
巻

O 
ム
J、

第

鉱

O 
r、

に
よ
る
填
補
方
法
」
が
果
し
て
妥
嘗
な
り
や
否
や
考
慮
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
れ
に
代
は
る
も
の
と
し
て
正
味
債
額

に
よ
る
填
械
方
法
の
提
唱
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、

崎
山
償
額
に
よ
る
填
補
方
法
と
輸
入
税
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

先
づ
、

い
ま
、
完
全
な
積
荷
の
組
債
額
含

a
、
盟
損
せ
る
積
荷
の
総
償
制
ま
た
は
組
寅
上
金
額
を
b
-と
す
れ
ば
、
総
領

3
l
-
d
 

額
に
よ
る
填
補
額
は
、
保
険
債
額
ま
に
は
保
険
金
額
が
種
ら
な
い
も
の
と
す
れ
ば
|
叫
ド
の
比
率
に
よ
っ
て
定
ま

る
。
と
こ
ろ
。
、

ど
の
仙
詩
情
畑
山
制
は
働
和
利
が
山
川
必
な
る
川
部
い
れ
「
到
鼓
し
で
も
訟
担
し

同
一
で
め
る
の
が
普
通
で
あ
あ
。
従
っ
て
、

-iσ
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
の
差
額
、
印
ち
荷
主

{
-
[
‘
 

1
1
 

M

リ
j
E
4
H
r

枇
入
税
、

て
到
達
し
て
も
、

の
損
害
額
は
運
賃
、
輸
入
税
そ
の
他
諸
費
用
が
如
何
に
多
〈
課
せ
ら
れ
や
う
が
、
市
場
債
格
の
襲
動
な
き
限
り
、

何
等
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
何
故
な
れ
ば
、
同
一
樹
の
運
賃
、
輸
入
説
、
ぞ
の
他
諸
費
用
が

a
の
う
ち
に
も
b
の

う
ち
に
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
。
よ
っ
て
、
分
母
の

a
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
聡
入
税
一
か
多
額
と
な
れ

ば
蛍
然
に
こ
の

a
は
大
と
な

h
、
従
っ
て
、
そ
の
比
率
は
小
と
な
り
、
填
補
額
も
小
と
な
る
傾
向
を
も
ん
ず

か
く
し
て
、
輸
入
税
が
多
額
と
な
れ
ば
な
る
ほ

E
保
険
者
の
填
補
額
は
少
額
と
な
る
や
う
に
一
鷹
考
へ
ら
れ
、

こ
う
に
、
輸
入
税
率
の
増
大
に
闘
聯
し
て
総
領
額
に
よ
る
填
補
方
法
の
吟
味
が
な
さ
れ
る
こ
と
h

な
る
。
併
し
、

以
上
の
見
方
は
、
輸
入
税
の
高
率
に
よ
っ
て
分
母

a
が
大
き
〈
な
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
填
補
比
率
が
小
と
な
る

こ
と
の
み
を
も
っ
て
填
補
額
の
大
小
を
論
守
る
の
で
J

の
っ
て
、
理
、
補
比
率
伝
来
A
V

べ
き
保
険
金
額
ま
た
は
保
険
使

額
に
つ
い
て
考
慮
し
て
ゐ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
積
荷
保
険
に
て
は
、
多
〈
は
、
運
賃
輸
入
税
等
の
諾
掛
を
も
合
め

ClaγUS， op. cit. p. 6. 
Clanls， op_ ci仁 p_7-Arnould， op. cit. p. 1323-
Clarus， o.p・ C】t.p. 8-9・

12) 

13) 
14) 



た
る
償
額
に
膿
じ
て
保
険
償
額
ま
た
は
保
険
金
額
が
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
填
補
比
率
を
采
』
γ

ペ
き
保
険
金
額
ま
た
は
保
険
債
額
は
、
他
の
事
情
に
し
て
同
一
と
す
れ
ば
、
聡
入
読
の
大
な
る
に
つ
れ
て
、
増
大

す
る
の
を
普
通
と
す
る
。

i川
γ
に
於
て
、
保
険
者
の
書
官
、

-
l
Tこ
れ
は
到
達
港
に
於
け
る
市
場
債
格
の
護
主
し
て

従
っ
て
、

い
ま
、
保
険
金
額
ま
七
は
保
険
債
額
を
じ
と
す
れ
ば
、
填
補
額
の
算
出
式

表
は
さ
れ
る
|
|
に
し
て
麓
化
な
し
と
す
れ
ば
、

a
に
劃
す
る

c
の
割
合
如
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

も
し
、

c
が

a
に
比
較
し
て
小
で
ゐ
れ
ば
あ
る
程
墳
補
額
は
小
と
な
る
。
併
し
、

い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
に
膿
じ
て
決
定
せ
ら
れ
る
保
除
料
の
期
の
小
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
保
険
者
正
雄

ι
を
小
さ
く
定
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
〈
後
段
参
照
)

一
般
的
に
、

C

が
小
で
あ
る
と

も
墳
補
断
聞
の
小
な
る
こ
と
の
み
を
欲
し
こ
、

回
、
正
味
慣
額
に
よ
る
填
補
方
法
と
職
入
視

以
上
越
べ
七
組
償
額
に
よ
る
填
補
方
法
と
は
具
る
積
荷
単
調
海
損
填
補
方
法
と
し
て
、
正
味
償
額

(
E
7
1
5
2
)
に

よ
る
填
補
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
営
紹
介
す
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

本
誼
券
一
二
於
テ
損
害
ユ
封
シ
填
補
ヲ
名
九
ペ
キ
場
合
』
、
前
掛
金
三
積
荷
ノ
償
額
ノ
増
加
額
ト
者
倣
ス
コ
ト

ヲ
要
シ
、
従
ッ
ァ
、
積
荷
ノ
保
険
金
額
ト
シ
ア
支
排
プ
コ
ト
ヲ
要
ス
。
而
u
y
e

プ
、
損
害
ノ
填
補
二
共
同
海
損

タ
Y
ト
翠
濁
海
損
タ

Y
ト
ヲ
問
て
ス
、
完
全
ナ

Y
駅
態
ユ
於
ケ

Y
正
味
債
額
ト
虫
損
シ
タ

Y
股
態
一
一
一
於
ケ

Y

E

味
債
繭
ト
ノ
割
合
一
一
基
キ
テ
コ
レ
ヲ
ナ
見
ヲ
要
兄
。

コ
ノ
場
合
ノ
正
味
債
額
て
運
賃
、
納
税
金
、

y
ノ
他
到

• 

積
荷
車
濁
海
損
壊
補
方
法
の
吟
味

第
四
十
巻

O 
七

第
一
致

O 
七



-・

積
荷
車
菰
海
損
崎
明
稿
方
法
の
吟
味

→ 
O 
i¥ 

O 
ヘ

第
四
十
巻

第

盟主

建
港
ユ
於
-
プ
支
抑
ア
ペ
キ
諸
費
用
ヲ
控
除
ジ
タ

Y

毛
ノ
ト
ス
。

こ
の
正
味
償
額
約
款

(
5
7
6
E
E
己
E
伊
丹
)
に
よ
る
填
補
方
法
と

3
き
に
述
べ
た
総
領
額
仁
よ
る
填
補
方
法
L
し
の
異

る
L
」
こ
ろ
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
、
運
賃
、
納
税
金
等
の
諸
費
用
佐
積
荷
の
償
額
の
う
ち
に
包
含
せ
や
し
て
、
填

い
ま
、
運
賃
、
納
税
金
等
の
諸
費
用
の
額
を
?
と
す
れ
ば
、

補
比
率
-hr-
算
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
却
ち
、

灘
、
時
強
行
何
向
い
細
部
わ

1

門
戸

同
胃
背
骨
州
議
一
い
1

円
山
い
認
識
-
い
パ
F
H

『

P
J
S
)
!
(
一丁目
)
l
P
1
r

2
1三

μ
l白

と
な
り
、
雨
者
の
方
法
に
於
て
、
荷
主
の
被
る
損
害
額
は
‘
と
も
に
、
戸
il--r
と
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
劃
す
る

分
母
は
、
前
者
に
於
で
は

a
、
後
者
に
於
て
は
白
1
l
z

で
あ
る

G

従
っ
て
、
雨
者
の
比
率
は
異
っ
て
来
る
。
殊
に
、

.
輪
入
挽
が
著
し
く
高
率
ム
」
な
っ
て
ゐ
る
今
日
、
到
達
港
に
於
て
支
排
ふ
べ
き
納
税
金
は
著
し
く
大
と
な
り
、
ょ
っ

て、

n
は
大
と
な
り
、

a
を
分
母
と
す
る
比
率
と
出
l
l
i
z

を
分
母
と
す
る
比
率
と
は
非
常
に
大
き
な
差
異
を
生
じ

て
京
都
る
。

い
ま
、
雨
者
の
比
率
の
差
を
求
h

げ
れ
ば
、

Eli 

と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

n
の
大
な
る
ほ
ど
雨
者
の
差
は
大
と
な
る
。
従
っ
て
、
雨
者
の
填
補
方
法
に
於
て
、

保
険
金
額
ま
た
は
保
険
債
額
が
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
輸
入
税
(
こ
、
で
は
運
賃
そ
の
他
の
諸
費
用
は
姑
く
考
慮
し
な
い
と
す

る
)
の
大
な
る
ほ
ど
保
険
者
の
填
補
額
の
差
異
が
大
き
〈
な
る
。
正
味
債
額
に
よ
る
填
補
方
法
が
輸
入
税
L
L
闘
係
を

Elrlrirlge， ¥V. H.， op目 Clt.P・302. Clarus， op. cit. p'. 6 
総領額によ石現補方法の揚舎の前提J同様lこ、叫.i. :l r:.於てもわに於でも f~J
ー額とする。



-
も
っ
と
言
は
れ
る
の
は
こ
の
勤
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
‘
か
や
う
に
正
味
債
額
約
款
に
依
る
と
き
に
は
轍
入
粧
が
大
で
あ
る
ほ
ど
填
補
額
は
大
き
く
な
る
傾

向
を
有
す
る
。
併
し
、
こ
の
填
補
方
法
に
は
一
つ
の
融
黙
が
仲
ふ
。
即
ち
、
こ
め
填
補
方
法
に
於
て
、
分
母
が
小

き
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
反
面
に
吊
分
子
の
担
さ
の
大
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
従
っ
て
、
こ
の
閥
係
よ
り
、
温
一
補
額

の
大
小
が
同
111σ

の
値
の
大
小
に
よ
っ
て
強
く
左
右
さ
れ
る
と
い
ふ
扶
助
が
め
る
。
而
し
て
、
こ
の
戸
l
l
u
の
値
は

到
遣
港
に
於
け
る
市
場
債
格
に
全
く
依
存
す
る
の
で
J

の
り
、
従
っ
て
、
填
補
額
が
市
場
慣
格
の
騰
落
に
よ
っ
て
零

易
に
増
減
す
る
こ
と
〉
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
に
ち
述
べ
だ
や
う
に
、
市
場
債
格
の
騰
落
は
保
険
者
の
一
鷹
輔
知

し
特
な
い
事
柄
で
め
り
、
か

t
て
、
市
場
的
格
の
た
め
に
境
補
加
が
自
由
に
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
h

な
っ

て
保
険
制
度
の
完
杢
な
働
き
を
阻
害
す
る
こ
と
う
な
る
。

例
へ
ば
、
孟
買
よ
り
神
戸
へ
向
け
て
保
険
償
額
(
保
険
金
額
ち
同
個
別
と
す
る
)
四
高
五
千
閣
の
棉
花
百
俵
が
轍
注
せ
ら

れ
る
と
い
ふ
前
掲
の
例
に
於
て
、
輸
入
税
、
運
賃
、
そ
の
他
諸
掛
宇
佐
一
高
固
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

市
場
債
格
が
前
記
の
例
の
二
倍
に
上
勝
せ
る
と
き
に
は
、
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五
、
結

論

以
上
、
積
荷
の
単
調
海
損
の
填
補
の
方
法
の
二
つ
に
つ
い
て
考
察
し
亡
。
嗣
者
は
、
と
る
に
そ
れ
ぞ
れ
特
質
を

有
し
、
輸
入
税
並
び
に
市
場
債
格
に
閲
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
り
た
る
意
味
を
古
っ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
考
察
は
、
二
つ
の
填
補
方
法
を
そ
の
各

Z
比
率

J
戸
、
市
中
に
つ
い
て
研
究
し
、
こ
の

比
率
の
大
小
に
基
い
て
各
ι
干
の
填
補
瓶
の
大
小
を
論
じ
た
の
で
め
っ
に
。
こ
れ
は
.
別
の
一
一
一
日
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

雨
者
の
方
法
に
於
て
保
険
会
制
ま
た
は
保
険
償
額
合
同
期
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
れ
に

反
し
て
、
雨
者
の
方
法
に
於
け
名
保
険
金
四
ま
た
は
保
険
憤
'
説
を
そ
れ
戸
ぐ
れ
異
4
9
・
ち
の
と
す
れ
ば
如
何
に
な
お
か
ョ

、1引

3

h

b

保
険
金
一
四
ま
た
は
保
附
的
制
令
、

-

A

J

L

t

l

a

L

L

h
ゴ
j
r
d
d
司、〉

i
1
1
3

ト

、

、

r

o

b

-

、
明

}
η
h

が
机
何
綜
l
よ
る
山
町
d
M
側
方

U
v
t
l
i《
以
w
A
L
仁、

ω孔
江
川
ハ
切
な
と
柑
刊
H
U
J品
開
昨
批
判
!

同
額
〉
に
定
め
、

正
味
償
額
に
よ
る
填
補
方
法
を
と
る
場
合
仁
は

μ
|
ロ
(
完
全
な
る
積
荷
山
正
味
償
額
と
同
額
)
に
定
め
る
と

き
に
は
、
填
補
額
は
如
何
に
な
る
か
。
こ
れ
公
算
式
に
よ
っ
て
一
不
せ
ば

目
)
務
省
一
時
周
一
い
』
笠
岡
動
社
務

π浮
叶
一
同

T
i
t
 

a
x
i
l
-
-
1
H
M
i
 

ロ

ー
) 

同
盟
背
骨
刷
費
口
』
白
話
番
社
~
伸
一
μ
浮

f
門
町
沖

ロ
l
i一

》

戸

Il!
ロ
X

pllg 
p 

と
な
り
、
雨
者
に
於
て
、
出
現
補
額
は
と
も
に
白
141lt

と
な
っ
て
同
額
と
な
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
比
率
は
可
成
り
著
し
く
異
る
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
色
、
そ
の
填
補
額
は
、
保
険
金
額
ま
た
は
保
険
債
額
の
大
き
さ
の
却
何
に
よ
っ
て
、
如
何
ゃ
う
仁
も
定
ま
る

積
荷
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占

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
川
出
来
る
ο

更
に
言
葉
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
保
険
金
制
ま
た
は
保
険
畑
山
相
の
決
定
如
何

に
よ
っ
て
、
両
者
の
方
法
の
・
ち
り
特
質
は
会
〈
取
り
除
か
れ
作
る
と
一
際
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
る
に
、
海
上
保
険
の
貨
際
に
於
て
‘
積
荷
の
保
険
償
額
は
F

そ
の
胤
慣
に
運
賃
、
舶
積
陀
揚
資
用
、
希
望

利
徒
、
そ
の
他
。
ピ
加
算
し
た
る
踊
ど
も
つ
で
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
亡
、
こ
れ
に
反
し
て
、
原
債
の
み
ぞ
保
険
制

制
と
す
る
積
荷
保
険
拠
約
一
を
な
し
.
日
述
賞
、
希
望
利
雄
等
ど
そ
れ
，
ど
れ
別
削
に
保
険
に
附
L
7
る
と
い
ふ
こ
と
ほ
伶

り
行
は
れ
な
い
。
蓋
し
、
原
側
、
運
賃
、
希
望
利
盆
等
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
附
保
す
る
こ
と
は
、
川
平
に
保
険
者
に

と
り
て
Y
な
く
保
険
契
約
者
に
t
と
り
て
も
非
常
に
繁
雑
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
一
つ
の
被
保

除
利
益
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
保
険
契
約
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
場
人
け
に
も
、

保
険
契
約
を
な
さ
ん
l

と
す
る
に
い
の
に
、
そ
の
う
ナ
り
の
い
づ
れ
か
の
被
保
険
利
盆
に
つ
い
て
は
保
険
契
約
を
成
立
サ

し
め
な
い
こ
と
〉
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
保
険
技
掛
か
ら
見
る
も
、
保
険
者
は
、
謂
は
り
る
克
立
歩
合

一
定
歩
A
口
以
下
の
少
額
の
車
砲
海
担
は
こ
れ
を
填
補
す
る
責
任
ぞ
免
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

一
冷
の
被
保
険
利
益
に
つ
き
一
や
の

約
款
の
趨
用
に
よ
っ
て
、

つ
丸
、
こ
の
免
責
歩
A
U
は
、
積
荷
が
総
領
額
に
於
て
附
保
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
債
に
於
て
附
保
さ
れ
る
場
A
口よ

ち
も
、
よ
h
J
大
き
く
な
与
の
で
め
る
。
議
し
、
免
責
歩
合
は
保
険
債
額
の
何
バ

1
セ
ン
ト

L
」
し
て
定
め
ら
れ
る
の

で
め
っ
て
、
総
償
額
の
附
保
せ
ら
れ
る
場
合
の
保
険
償
額
一
炉
原
債
の
附
保
せ
ら
れ
る
場
合
の
保
険
債
額
よ
り
も
大

き
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
拙
か
ら
見
て
も
、
保
険
者
は
、
原
侠
に
よ
る
積
荷
保
険
を
喜
ば
や
し
て
、
努

め
て
、
総
領
額
を
保
険
債
顕
在
す
る
積
荷
保
険
金
締
結
せ
し
め
ゃ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
c

MRrine Inrsnance Act， Section JO (3) 商法宍:1.1:七i同~:() 
原僚が比般的低廉なるに反しで、運賃、舵荻陸揚賀川l.に のf也の賀川の比較
的多〈を要する石炭、粗鏡、等については、原償レ)んろ'保険償1宮!とする契約
が成立する。 (Clarus. op. cit. p. 6.) 
商法六六八係。

19) 
20) 
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右
の
や
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
積
荷
保
険
に
於
て
は
、
原
慣
ま
た
は
正
味
償
額
を
保
険
償
額
と
す
る
こ
と
は
賞

際
に
は
多
く
行
は
れ
な
い
で
、
糠
債
額
を
保
険
使
館
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
普
通
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
に
'
Y
一ひ

正
味
債
額
約
款

er趨
用
し
て
填
補
方
法
'
乞
と
る
と
し
て
も
、
そ
の
填
柿
比
率
に
る
市
い
に
来
、
?
べ
さ
保
険
金
額
ま

た
は
保
険
債
額
ば
白
l
l
ロ
よ
り
大
な
る
観
た
ら
r
d

る
を
得
な
い
。
殊
に
出
|
一
戸
の
日
の
う
ち
に
輸
入
税
の
合
ま
れ
る

こ
と
よ
り
見
て
、
こ

ω
こ
と
は
一
層
明
白
で
あ
る
。
附
し
て
‘
こ
の
場
合
、
保
険
金
額
ま
た
は
保
険
債
額
が
白
コ

よ
り
常
に
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
填
補
額
は
さ
き
に
述
べ
た
る
正
味
償
額
に
よ
る
中
川
一
補
方
法
の
算
式
に
よ
っ
て
常

に
μ
σ

土
h
ノ
大
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
同
1

ム
》
は
荷
主
の
被
り
る
拐
容
の
監
視
を
一
市
寸
故
、
保
険
金
制
ま
た
は

保
険
慣
判
中
}
口
口
、
z
h
大
事
く
広
め
て
正
味
償
問
に
よ
る
唄
補
方
訟
を
k
る
こ
と
ぽ
、
綿
一
補
間
企
山
l
l
c
よ
h
大

な
ら
し
め
、
も
っ
て
宜
損
額
以
上
を
填
補
す
る
こ
と
〉
な
っ
て
、
損
害
保
険
に
於
け
る
重
要
な
る
原
則
に
反
す
る

こ
と
〉
な
る
。

以
上
の
如
〈
、
正
味
債
額
に
よ
る
填
補
方
法
は
、
填
補
額
を
大
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
役
立
つ
方
法
で
あ
る
け
れ

ど
も
‘
理
論
上
官
際
上
に
種
L
T

な
る
不
合
珂
ま
た
は
困
難
を
包
蔵
し
て
ゐ
る
φ

他
方
、
組
償
額
に
よ
る
填
補
方
法

は
、
輸
入
税
〈
運
賃
及
び
他
ω
諸
掛
費
用
に
つ
い
て
も
同
様
〉
の
制
の
増
大
に
よ
っ
て
填
補
比
率
が
減
少
す
る
と
は
い
へ
、
保

険
金
額
ま
た
は
保
険
償
額
の
決
定
如
何
に
よ
っ
て
填
補
額
を
或
る
程
度
ま
で
定
め
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
市
場
問

格
の
種
動
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
少
な
い
と
い
ふ
長
所
ぞ
有
っ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
正
味
償
額
に
よ

4
4

阜
、
補
方
法
は
現
今
行
は
れ
て
ゐ
る
総
債
額
に
よ
る
填
補
方
法
を
充
分
に
修
正
し
ね
る
も
の
と
い
ふ
を
得
な
い
。
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